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総会議事録（第１回）

１ 開催日時 令和７年４月２５日（金）１４時００分～１５時５５分（議案審議）

２ 開催場所 大会議室

３ 出席委員（３７名）

○農業委員（１９名）

会長 １５番 川本 康代

1番 浅井 和巳 ２番 城山 正巳 ３番 原口かよ子 ４番 山口 明美

５番 田川 康浩 ６番 渡邉 重徳 7番 一瀬 晃 ８番 福田 文夫

９番 川副 博司 １０番 朝長 洋市 １１番 田添 利弘 １２番 開田 陽子

１３番 渡邊 和秋 １４番 冨岡 勝真 １６番 山田 武人 １７番 岩﨑 義秀

１８番 児玉 賢治 １９番 梶原 茂

○農地利用最適化推進委員（１８名）

１番 岩﨑 照美 ２番 松尾 慎二 ３番 小野 重幸 ４番 小川 國治

５番 笠寺 幸雄 ６番 富浦 春男 ８番 藤本 雅彦 ９番 山浦 弘之

１０番 山上 傳 １１番 井本 忠之 １２番 井川 春彦 １３番 久保 和幸

１４番 瀬戸口裕子 １５番 森 良広 １６番 野田 善則 １７番 山本 治義

１８番 小川 良一 １９番 山口 周次

４ 欠席委員（１名）

○農業委員（０名）

○農地利用最適化推進委員（１名）

７番 林 敏弘

５ 議 題 報告第１号 農地法第１８条第６項（合意解約）の規定による通知報告の件

報告第２号 農地中間管理事業による農用地利用配分計画の合意解約の件

第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請の件

第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請の件

第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請の件

第４号議案 農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請の件

第５号議案 農地中間管理事業による農用地利用集積等促進計画作成の件

６ 理 事 者 農林水産部部長 三岳 和裕

農林水産振興課課長 岩永 太

農林水産振興課農地保全グループ課長補佐 今村 雅憲

農林水産振興課農地保全グループ係長 森 啓之

農業経営支援課課長 宝蔵寺 和彦

農林水産整備課長 山本 雅喜

７ 事 務 局 局長 長石 弘顕

課長補佐 坂上 正信、前田 哲弘、

職員 梶原 良太、髙栁 佳祐、小佐々 朋世
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１ 開会

○事務局長

ただいまから「令和７年度第１回農業委員会定例総会」を開会いたします。

それでは、総会の開会にあたり、川本康代農業委員会会長がご挨拶申し上げます。

２ 会長挨拶

３ 令和７年度農林関係予算の概要について

○事務局長

ここで、審議に入ります前に、４月１日付けで農林水産関係職員の人事異動があっており

ます。本日は、三岳和裕農林水産部長に出席いただきましたので、職員のご紹介をお願いし

たいと思います。

○農林水産部長

このたび大村市の機構改革により農林水産部が新設されました。これまでの産業振興部

は、商工観光部門と農林水産部門に分かれまして、商工観光部と農林水産部が新たにできま

した。私が農林水産部長を拝命しました。どうぞよろしくお願いいたします。

＜農林水産部職員紹介＞

○事務局長

農林水産部の皆様ご挨拶ありがとうございました。本年度もよろしくお願いいたします。

ここで、公務のため農林水産部長ほか一部の職員が退室されます。

＜農林水産部長ほか一部職員退室＞

○事務局長

続きまして、令和７年度農林関連予算の概要について、各担当課長からご説明をお願いし

ます。

〇農林水産部各課長（農林水産振興課長、農林整備課長）

＜令和7年度農林部農業関連予算概要の説明＞

○事務局長

ご説明ありがとうございました。

ここで、農林水産部の皆様は退出されます。ありがとうございました。

＜農林水産部職員退室＞

４ 事務局異動職員の紹介

○事務局長
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続きまして、４月の人事異動では、事務局の職員にも異動がありましたので、新任職員を

紹介します。

＜事務局異動職員の紹介＞

５ 総会成立の報告

○議長

それでは、総会の定足数について、事務局より報告をお願いします。

○事務局

出席委員は、定足数に達しております。

本日の欠席委員は、７番林敏弘推進委員から欠席の届けがあります。

１４番瀬戸口裕子推進委員から遅刻の届出があります。

６ 議事録署名人指名

○議長

次に、本日の議事録署名人を、３番原口かよ子農業委員、１６番山田武人農業委員にお願

いします。

７ 議事

○議長

それでは、お手元の議案書を基に、議案の審議に入ります。なお、議事の円滑な進行にご

協力をお願いします。議案書をお開きください。

１ページ。報告第１号「農地法第１８条第６項（合意解約）の規定による通知報告の件」

を議題とします。事務局から説明をお願いします。

○事務局

1番萱瀬、中岳町の農地、地目田、合計面積２，９６６㎡です。契約者は、記載のとおり

です。解約理由は、双方合意によるものです。

本件は、１０ページの促進計画9番と関連があります。

２番竹松、竹松町の農地、地目田、合計面積３，５２３㎡です。契約者は、記載のとおり

です。解約理由は、双方合意によるものです。

３番福重、寿古町の農地、地目畑、合計面積２，８０８㎡です。契約者は、記載のとおり

です。解約理由は、双方合意によるものです。

本件は、１０ページの促進計画１１番と関連があります。

４番福重、寿古町の農地、地目 田、面積３，３１７㎡です。契約者は、記載のとおりで

す。解約理由は、双方合意によるものです。

本件は、３ページ第１号議案３条４番と関連があります。

○議長
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報告第１号について、ご質問等ありませんか。

＜質疑なし＞

○議長

報告第１号を終わります。

次に、２ページ。報告第２号「農地中間管理事業による農用地利用配分計画の合意解約の

件」を議題とします。事務局から説明をお願いします。

○事務局

１番鈴田、小川内町の農地、地目田、合計面積２，５７７㎡です。契約者は、記載のとお

りで、解約理由は、双方合意によるものです。

本件は、８ページの促進計画５番と関連するものです。

２番萱瀬、中岳町の農地、地目田、合計面積２，９６６㎡です。契約者は、記載のとおり

です。解約理由は、双方合意によるものです。

本件は、１０ページの促進計画９番と関連するものです。

３番福重、寿古町の農地、地目畑、合計面積２，８０８㎡です。契約者は、、記載のとお

りです。解約理由は、双方合意によるものです。

本件は、１０ページの促進計画１１番と関連するものです。

４番福重、寿古町の農地、地目田、面積３，３１７㎡です。契約者は、記載のとおりで

す。解約理由は、双方合意によるものです。

本件は、３ページ第１号議案３条４番と関連があります。

○議長

それでは、報告第２号について、ご意見等ありませんか。

＜質疑なし＞

○議長

報告第２号を終わります。

次に、３ページ。第１号議案「農地法第3条の規定による許可申請の件」を議題としま

す。事務局から説明をお願いします。

○事務局

1番三浦、溝陸町の農地、地目畑、面積２，３８３㎡。贈与者及び受贈者は記載のとおり

です。

本件は、継承のため父から子への農地を贈与するものです。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。農振内農用地外の農地です。取得後の畑

は、みかん、すもも、栗、イチゴを計画をされています。

○議長



５

それでは、1番について、三浦地区農業委員・推進委員から補足説明をお願いします。

○三浦地区委員

２４日に三浦地区の委員で見てまいりました。畑は、いろんな作物を作付けされていて、

主に果樹でぶどうや柑橘類を植えておられます。お孫さんが農業高校生ということで、後々

のことも問題ないと見てまいりました。

○議長

1番三浦について、何かご意見、ご質問はありませんか。

＜質疑なし＞

○議長

それでは、お諮りします。

１番三浦について、ご異議はありませんか。

＜異議なし＞

○議長

ご異議がありませんので、1番三浦は許可することとします。

次の2番鈴田と３番鈴田の中で、「農業委員会等に関する法律」第31条の規定による議

事参与の制限に該当する委員がおられます。該当委員の退室をお願いします。

＜該当委員退室＞

○議長

それでは、2番鈴田と３番鈴田は、関連しますので一括して議題とします。事務局から説

明をお願いします。

○事務局

２番鈴田、小川内町の農地、地目畑、合計面積３，３６７㎡。

３番鈴田、小川内町の農地、地目原野、現況畑、３９６㎡。

譲渡人及び譲受人は記載のとおりです。

本件は、規模拡大のため農地を売買により譲り受けるものです。取得後は、普通みかんを

計画しています。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。農用地内の農地です。

○議長

それでは、２番及び３番について、鈴田地区農業委員・推進委員から補足説明をお願いし

ます。
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○鈴田地区委員

これは、2名の所有になっていますけれど、一枚の畑です。道の反対側は譲受人の農地で

みかんを植えられています。規模の拡大でここにも植えたいということで購入されるという

ことです。本人の耕作状況については、問題ないと思われます。

○議長

２番及び３番鈴田について、何かご意見、ご質問はありませんか。

＜質疑なし＞

○議長

それでは、お諮りします。

２番及び３番鈴田について、ご異議はありませんか。

＜異議なし＞

○議長

ご異議がありませんので、２番及び３番鈴田は許可することとします。

ここで、該当委員の入室を許可します。

＜該当委員入室＞

○議長

続いて４番福重を議題とします。事務局から説明をお願いします。

○事務局

４番福重、寿古町の農地、地目田、面積３，３１７㎡、譲渡人及び譲受人は記載のとおり

です。

本件は、規模拡大のため農地を売買により譲り受けるものです。取得後は、水稲を計画し

ています。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。農用地内の農地です。

○議長

それでは、４番について、福重地区農業委員・推進委員から補足説明をお願いします。

○福重地区委員

２３日に地区の全委員で見てまいりました。ここは排水がとても悪くて水が溜まってばか

りですが、田には影響ないかなと見てまいりました。耕作状況については、問題ないと思わ
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れます。

○議長

４番福重について、何かご意見、ご質問はありませんか。

＜質疑なし＞

○議長

それでは、お諮りします。

４番福重について、ご異議はありませんか。

＜異議なし＞

○議長

ご異議がありませんので、４番福重は許可することとします。

次に、４ページ。第２号議案「農地法第４条の規定による許可申請の件」を議題としま

す。

１番竹松を議題とします。事務局から説明をお願いします。

○事務局

１番竹松、富の原２丁目の農地、地目畑、面積４９７㎡。申請者は、記載のとおりです。

本件は、申請人が現在の居宅を売却予定であり、転居のため自己住宅木造平屋建を建築す

る計画です。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。地区の指定は、都市計画区域内、農振外

の第３種農地です。

被害防除計画では、切土なし、盛土０．３５ｍから０．９ｍ、既存のブロック積擁壁があ

るため、土砂流出の被害はないとしています。雨水排水は南側の申請人宅地内の新設水路か

ら市道側溝へ放流。汚水生活雑排水は公共下水道に接続するとしています。隣接農地は、あ

りません。

資金については、住宅融資の事前審査結果通知を確認しています。

○議長

それでは、１番について、竹松地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。

○竹松地区委員

申請者の２階建ての家があったのですが、本人に確認しました内容は、その家を売却して

奥にある農地に平屋建ての家を建てるということです。進入路は併用地であり、そこから出

入りするということです。雨水排水は、進入路に排水路を設けて市道側溝に流すということ

ですので、周辺には何ら影響ないと考えています。
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○議長

１番竹松について、何かご意見、ご質問はありませんか。

＜質疑なし＞

○議長

それでは、お諮りします。

１番竹松について、ご異議はありませんか。

＜異議なし＞

○議長

異議なしということで、１番竹松は、許可相当とします。

続いて、２番福重を議題とします。事務局から説明をお願いします。

○事務局

２番福重、寿古町の農地、地目田、面積９１６㎡の内、４２０㎡。申請者は、記載のとお

りです。

本件は、申請者が米の乾燥調整施設１棟、通路等を造成する計画です。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。地区の指定は、都市計画区域内白地、農

振内農用地外の第２種農地です。

被害防除計画では、切土なし、盛土０．６ｍから０．８ｍ、擁壁を設けるとしています。

雨水排水は既存水路への放流。汚水生活雑排水は発生しません。隣接農地は、南側に申請者

所有の農地があります。

資金については、預金残高証明書を確認しています。

○議長

それでは、２番について、福重地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いします。

○福重地区委員

ここは周りに田んぼがある所ですが、乾燥施設を設置するということで、周りの日当たり

の問題は特にないと見てまいりました。

○議長

２番福重について、何かご意見、ご質問はありませんか。

＜質疑なし＞

○議長

それでは、お諮りします。

２番福重について、ご異議はありませんか。
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＜異議なし＞

○議長

異議なしということで、２番福重は、許可相当とします。

次に、５ページ。第３号議案「農地法第５条の規定による許可申請の件」の審議に入りま

す。

1番三浦を議題とします。ここで、お諮りします。１番三浦は、７ページの第４号議案１

番三浦と関連がありますので、一括して審議することに、ご異議ありませんか。

＜異議なし＞

○議長

ご異議がありませんので、１番三浦、第４号議案１番三浦は、一括して審議することとし

ます。それでは、事務局から説明をお願いします。

○事務局

まず、７ページからご説明します。

第４号議案１番三浦、今村町の農地、地目畑、面積２７７㎡。申請者は、記載のとおりで

す。

本件は、当初転用者が昭和62年 8月に転用許可を受け、自己住宅を建築する計画でし

たが、転勤が続き現在県外に居住しており計画を断念されたため、継承者が自己住宅を建築

する計画変更承認申請です。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。地区の指定は、都市計画区域内白地、農

振内農用地外の第２種農地です。

５ページをお願いします。１番三浦、申請地、申請者は記載のとおりです。契約は売買で

す。

本件は、譲受人が自己住宅木造2階建てを建築する計画です。

被害防除計画では、切土最高０．９ｍ、盛土なし、擁壁を設けるとしています。雨水排水

は西側の市道側溝へ放流。汚水生活雑排水は公共下水道に接続するとしています。隣接する

農地が、南側にあります。

資金については、住宅融資の事前審査結果通知を確認しています。

○議長

それでは、１番及び第４号議案１番について、三浦地区農業委員・推進委員から補足説明

をお願いします。

○三浦地区委員

昨日現地確認をしてまいりました。譲渡人は、県外に居住されておられ今村には戻らない
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ということで今回転売されることがわかりました。計画地の南側に農地がありますが、建物

が北側ですので日照等の問題はありません。西側に市道の側溝もあり、汚水排水は公共下水

道に接続ということで何ら問題はないと見てまいりました。。

○議長

１番三浦及び第４号議案１番三浦について、何かご意見、ご質問はありませんか。

＜質疑なし＞

○議長

それでは、お諮りします。

１番三浦及び第４号議案１番三浦について、ご異議はありませんか。

＜異議なし＞

○議長

異議なしということで、1番三浦は許可相当とし、第４号議案１番三浦は、承認相当とし

ます。

続いて、２番鈴田を議題とします。事務局から説明をお願いします。

○事務局

平町の農地、地目田、合計面積１，７２９㎡。実測面積は、２，０６２．４８㎡。申請者

は、記載のとおりです。契約は、売買です。

本件は、主に海外からの輸入品や部材を、コンテナ単位で保管する資材置場を計画してい

ます。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。地区の指定は、都市計画区域内白地、農

振内農用地外の第２種農地です。

被害防除計画では、切土なし、盛土０．７ｍから１．０ｍ、擁壁を設けるとしています。

雨水は、北側の市道側溝へ放流、汚水生活雑排水は公共下水道に接続するとしています。隣

接する農地が、北側にあります。

資金については、融資残高証明書を確認しています。

○議長

それでは、2番について、鈴田地区農業委員・推進委員から補足説明をお願いします。

○鈴田地区委員

21日に、地区の委員全員で現地確認をしました。譲渡人は農業をされず、昨年は何も作

付けをされていません。ここの北側と西側には住宅ができていて、平町の全戸数の三分の一

にあたるところです。上の方の基盤整備をした農振地域から外れた所になりますので、何の

問題もなかろうと見てまいりました。
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○議長

２番鈴田について、何かご意見、ご質問はありませんか。

＜質疑なし＞

○議長

それでは、お諮りします。

２番鈴田について、ご異議はありませんか。

＜異議なし＞

○議長

異議なしということで、２番鈴田は、許可相当とします。

続いて、３番大村を議題とします。事務局から説明をお願いします。

○事務局

３番大村、水計町の農地、地目 田、面積２，２９３㎡。申請人は、記載のとおりです。

契約は、売買です。

本件は、譲受人が、解体業の資材置場を造成する計画です。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。地区の指定は、都市計画区域内白地、農

振内農用地外の第２種農地です。

被害防除計画では、現状のまま利用するとしています。雨水は、既存水路への放流。汚水

生活雑排水は発生しません。隣接農地は、西側に農地があります。

資金については、融資証明書を確認しています。

○議長

それでは、３番について、大村地区農業委員・推進委員から補足説明をお願いします。

○大村地区委員

20日に現地確認をしてまいりました。広域農道から入ったところで、以前は水稲を作っ

ておられましたけれども、ここ数年耕作はされていませんが、耕して管理している状況が続

いていました。資材置場ということで、周りには農地は特になく問題ないと見てまいりまし

た。

○議長

３番大村について、何かご意見、ご質問はありませんか。

＜質疑なし＞

○議長
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それでは、お諮りします。

３番大村について、ご異議はありませんか。

＜異議なし＞

○議長

異議なしということで、３番大村は、許可相当とします。

続いて、４番大村を議題とします。事務局から説明をお願いします。

○事務局

４番大村、玖島２丁目の農地、地目田と畑、合計面積２，７２８．９２㎡。実測面積は

２，７３１．４３㎡です。申請人は、記載のとおりです。譲受人は、宅地建物取引業者免許

証を所持しています。契約は、売買です。

本件は、譲受人が分譲宅地１１区画、位置指定道路等を造成する計画です。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。地区の指定は、都市計画区域内、農振外

の第３種農地です。

被害防除計画では、切土最高０．３ｍ、盛土最高１．８ｍ、擁壁を設けるとしています。

雨水は、南側の市道側溝へ放流、汚水生活雑排水は公共下水道に接続するとしています。隣

接農地は、ありません。

資金については、預金残高証明書を確認しています。

○議長

それでは、４番について、大村地区農業委員・推進委員から補足説明をお願いします。

○大村地区委員

現地確認に行ったところ、譲渡人はここで長年いちご栽培をしておられましたが、体力が

なく後継者もおられないということで、今回の申請になりました。周りはご覧のとおり市道

に囲まれて周りには農地もありませんので、何ら問題ないと見てまいりました。

○議長

４番大村について、何かご意見、ご質問はありませんか。

＜質疑なし＞

○議長

それでは、お諮りします。

４番大村について、ご異議はありませんか。

＜異議なし＞
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○議長

異議なしということで、４番大村は、許可相当とします。

続いて、6ページ。５番大村を議題とします。事務局から説明をお願いします。

○事務局

５番大村、玖島２丁目の農地、地目田、合計面積２６０．６９㎡。申請人は、記載のとお

りです。契約は、売買です。

現地は昭和６２年６月頃から、溜め池となっており、現在の温室ハウス用の溜め池とポン

プ小屋として農業用施設の届出が事後で提出されています。

本件は、譲受人が自己住宅木造平屋建を建築する計画です。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。地区の指定は、都市計画区域内、農振外

の第３種農地です。

被害防除計画では、切土なし、盛土０．４４ｍから２．４ｍ、擁壁を設けるとしています。

雨水は、南側の分譲開発地の新設水路に放流、汚水生活雑排水は東側市道の公共下水道に接

続するとしています。隣接農地は、ありません。

資金については、預金残高証明書を確認しています。

○議長

それでは、５番について、大村地区農業委員・推進委員から補足説明をお願いします。

○大村地区委員

４月２０日に現地を確認してまいりました。周りには農地や宅地はございません。排水や

雨水も問題ないと見てまいりました。

○議長

５番大村について、何かご意見、ご質問はありませんか。

＜質疑なし＞

○議長

それでは、お諮りします。

５番大村について、ご異議はありませんか。

＜異議なし＞

○議長

異議なしということで、５番大村は、許可相当とします。続いて、６番西大村を議題とし

ます。事務局から説明をお願いします。

○事務局
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６番西大村、杭出津２丁目の農地、地目畑、面積４５１㎡。併用地である、宅地を含む全

体面積は、１，３８７．２１㎡。申請人は記載のとおりです。譲受人は、宅地建物取引業者

免許証を所持しています。契約は売買です。

本件は、譲受人が分譲宅地５区画、位置指定道路等を造成する計画です。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。地区の指定は、都市計画区域内、農振外

の第３種農地です。

被害防除計画では、切土なし、盛土０．２ｍから０．６ｍ、擁壁を設けるとしています。

雨水排水は、新設する水路から西側の市道側溝に放流。汚水生活雑排水は公共下水道に接続

するとしています。隣接農地は、ありません。

資金については、預金残高証明書を確認しています。

○議長

それでは、６番について、西大村地区農業委員・推進委員から補足説明をお願いします。

○西大村地区委員

２２日に、現場確認に行ってまいりました。周りには農地は、ありません。今までは近く

の方が野菜を作っておられましたが、建築にあたり問題になるようなことはないと見てまい

りました。

○議長

６番西大村について、何かご意見、ご質問はありませんか。

＜質疑なし＞

○議長

それでは、お諮りします。

６番西大村について、ご異議はありませんか。

＜異議なし＞

○議長

異議なしということで、６番西大村は、許可相当とします。

７番萱瀬を議題とします。事務局から説明をお願いします。

○事務局

７番萱瀬、田下町の農地、地目田、面積１，１１８㎡。申請者は、記載のとおりです。契

約は賃貸借権です。

本件は、譲受人が経営する建設業の資材置場を造成する計画です。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。地区の指定は、都市計画区域外、農振内

農用地外の第３種農地です。
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被害防除計画では、現状のまま利用。雨水排水は、既存水路へ放流。汚水生活雑排水は発

生しません。隣接する農地が、西側にあります。

資金については、預金通帳を確認しています。

○議長

それでは、７番について、萱瀬地区農業委員・推進委員から補足説明をお願いします。

○萱瀬地区委員

２０日日曜日に、農業委員の５名で現地確認に行きました。ここはこれまで田んぼを作っ

ていましたが、その人がお年でもう作れないということで、親戚の方に譲りたいということ

になっております。下に田んぼがありますが、水路も水は来ますし問題ありません。

資材置場になるのですが国道がエスの字になるんですが、上から来るとフェンスの２ｍぐ

らいが見通しが悪くなると伝えましたら、止めようという話になりました。以上です。

○議長

７番萱瀬について、何かご意見、ご質問はありませんか。

＜質疑なし＞

○議長

それでは、お諮りします。

７番萱瀬について、ご異議はありませんか。

＜異議なし＞

○議長

異議なしということで、７番萱瀬は、許可相当とします。

続いて、８番竹松、事務局から説明をお願いします。

○事務局

８番竹松、宮小路１丁目の農地、地目畑、合計面積１，００３㎡。申請人は、記載のとお

りです。譲受人は、宅地建物取引業者免許証を所持しています。契約は売買です。

本件は、譲受人が分譲宅地３区画、道路等を整備する計画です。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。地区の指定は、都市計画区域内、農振外

の第３種農地です。

被害防除計画では、現状のまま利用、擁壁を設けるとしています。雨水排水は、計画地内

道路に雨水路を設け、西側の隣接開発地の水路へ接続。汚水生活雑排水は公共下水道へ接続

するとしています。隣接する農地が、北側にあります。建築物は、敷地境界から１ｍを緩衝

地を設けるとしています。

資金については、預金残高証明書を確認しています。
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○議長

それでは、８番について、竹松地区農業委員・推進委員から補足説明をお願いします。

○竹松地区委員

北側に畑があります。ここはブロック塀で分離されていて何ら影響ないと思います。あと

東が市道、南が宅地、西側も開発済みの道路でその道に接続するということで周りにも影響

ないと判断してまいりました。

○議長

８番竹松について、何かご意見、ご質問はありませんか。

＜質疑なし＞

○議長

それでは、お諮りします。

８番竹松について、ご異議はありませんか。

＜異議なし＞

○議長

異議なしということで、８番竹松は、許可相当とします。

続いて、９番福重を議題とします。ここで、お諮りします。９番福重は、７ページの第４

号議案３番福重と関連がありますので、一括して審議することに、ご異議ありませんか。

＜異議なし＞

○議長

ご異議がありませんので、９番福重、第４号議案３番福重は、一括して審議することとし

ます。それでは、事務局から説明をお願いします。

○事務局

まず、７ページからご説明します。

第４号議案３番福重、皆同町の農地、地目畑、合計面積６９１㎡。申請者は、記載のとお

りです。

本件は、当初転用者が令和３年８月に転用許可を受け、自動車整備業の事務所と整備場を

造成する計画でしたが、隣接する農地を転用により整備車両の駐車場を造成する計画変更承

認申請です。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。地区の指定は、都市計画区域内、農振外

の第３種農地です。
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６ページをお願いします。９番福重、計画変更承認申請の２筆に皆同町の農地、地目畑、

面積４９８㎡を加えた全体面積は１，１８９㎡。申請者は記載のとおりです。契約は使用貸

借権です。

本件は、使用借人が自動車整備業の事務所、整備場、整備車両の駐車場を造成する計画で

す。

被害防除計画では、切土なし、盛土最高０．６ｍ、擁壁を設けるとしています。雨水排水

は西側の市道側溝へ放流。汚水生活雑排水は公共下水道に接続するとしています。隣接する

農地が、北側にあります。通作道路の里道を確保するとしています。

資金については、預金残高証明書を確認しています。

○議長

それでは、９番及び第４号議案３番について、福重地区農業委員・推進委員から補足説明

をお願いします。

○福重地区委員

図面を見てもらえば分かると思いますが、2筆については以前許可を受けた分です。その

右側が今回申請が上がっております。当初計画をしていた整備工場と事務所、駐車場が計画

した段階で手狭になったということで、今回新たに1筆を追加で申請が上がっています。周

りについては宅地で、前は国道でありますので、影響や問題を及ぼすようなことはないと思

っております。委員全員で確認をしてきております。

○議長

９番福重及び第４号議案３番福重について、何かご意見、ご質問はありませんか。

＜質疑なし＞

○議長

それでは、お諮りします。

９番福重及び第４号議案３番福重について、ご異議はありませんか。

＜異議なし＞

○議長

異議なしということで、９番福重は許可相当とし、第４号議案３番福重は、承認相当とし

ます。

続いて、１０番福重を議題とします。事務局から説明をお願いします。

○事務局

１０番福重、皆同町の農地、地目畑、面積２５㎡。申請者は、記載のとおりです。契約は

売買です。
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本件は、譲受人が自宅の庭用地とする計画です。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。地区の指定は、都市計画区域内、農振外

の第３種農地です。

被害防除計画では、現状のまま利用、コンクリートブロックを設けるとしています。雨水

排水は、自然流下としています。隣接する農地は、ありません。

資金については、預金残高証明書を確認しています。

○議長

それでは、１０番について、福重地区農業委員・推進委員から補足説明をお願いします。

○福重地区委員

ここは、9番福重の北側隣地の土地です。面積的には２５㎡ということで小面積になるわ

けですが、自宅の庭として活用を考えられているようです。周りはすべて宅地です。何ら問

題はないと確認をしてまいりました。

○議長

１０番福重について、何かご意見、ご質問はありませんか。

＜質疑なし＞

○議長

それでは、お諮りします。

１０番福重について、ご異議はありませんか。

＜異議なし＞

○議長

異議なしということで、１０番福重は、許可相当とします。

次に、７ページ。第４号議案「農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請の件」

を議題とします。事務局から説明をお願いします。

○事務局

第４号議案２番大村、三城町の農地、地目畑、面積２５７㎡。併用地である、申請者所有

の宅地を含む全体面積は４８３㎡。申請者は、記載のとおりです。

本件は、当初転用者が令和７年１月に転用許可を受け、９台分の貸駐車場を造成する計画

でしたが、申請人の家族から申請地での飲食店開業の相談を受け、貸店舗1棟、駐車場5台

分を造成する計画変更承認申請です。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。地区の指定は、都市計画区域内、農振外

の第３種農地です。

被害防除計画では、切土最高２ｍ、盛土なし。雨水排水は、既存水路に放流、汚水生活雑
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排水は公共下水道に接続するとしています。隣接する農地は、ありません。

資金については、預金残高証明書を確認しています。

○議長

それでは、２番について、大村地区農業委員・推進委員から補足説明をお願いします。

○大村地区委員

２０日に農業委員で確認してまいりました。これは１２月に審議した所です。周りに何も

なく何ら問題はないと判断しました。

○議長

２番大村について、何かご意見、ご質問はありませんか。

＜質疑なし＞

○議長

それでは、お諮りします。

２番大村について、ご異議はありませんか。

＜異議なし＞

○議長

異議なしということで、２番大村は、承認相当とします。

次に、８ページ。第５号議案「農地中間管理事業による農用地利用集積等促進計画作成の

件」を議題とします。

なお、本議案の中で、「農業委員会等に関する法律」第31条の規定による議事参与の制限

に該当する委員がおられますが、本議案の円滑な審議のため、引き続き出席することにご異

議ありませんか。

＜異議なし＞

○議長

ご異議がありませんので、該当する委員の会議への出席を認めます。なお、該当する議案

については議長が求める場合を除いて、発言はお控え願います。

それでは、事務局から説明をお願いします。

○事務局

８ページをお願いします。促進計画は貸付申込者と借入申込者と農地中間管理事業の公益

財団法人長崎県農業振興公社の原則3者契約となります。
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今月は、２０件の集積配分計画となります。時間の都合上、新規分のみをご説明とします。

４番鈴田、利用権を設定する農地は、陰平町の農地、合計面積１，３９４㎡。借入申込者

は、水稲を計画されています。設定する権利は記載のとおりです。

６番鈴田、利用権を設定する農地は、小川内町の農地、合計面積４，５０９㎡。借入申込

者は、水稲と果樹を計画されています。設定する権利は記載のとおりです。

9ページをお願いします。７番萱瀬、利用権を設定する農地は、中岳町の農地、合計面積

２，８２８㎡。借入申込者は、水稲を計画されています。設定する権利は記載のとおりで

す。

８番萱瀬、利用権を設定する農地は、中岳町の農地、合計面積６，４８１．０６㎡。借入

申込者は、水稲を計画されています。設定する権利は記載のとおりです。

１０ページをお願いします。１０番竹松、利用権を設定する農地は、富の原１丁目の農

地、合計面積２，８９４㎡。借入申込者は、普通野菜を計画されています。設定する権利は

記載のとおりです。

１１ページをお願いします。１９番福重、利用権を設定する農地は、皆同町の農地、面積

２，９３２㎡。借入申込者は、認定新規就農者でイチゴの施設園芸を計画されています。設

定する権利は記載のとおりです。

２０番福重、利用権を設定する農地は、皆同町の農地、合計面積１，８９０㎡。借入申込

者は、イチゴの施設園芸を計画されています。設定する権利は記載のとおりです。

４月の促進計画面積は合計欄に記載のとおりです。

以上、当該議案は、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第５項各号の要件を満

たしているものと考えられます。

○議長

それでは、第５号議案について、ご質問等ありませんか。

＜質疑なし＞

○議長

それでは、お諮りします。

第５号議案について、ご異議はありませんか。

＜異議なし＞

○議長

ご異議がありませんので、第５号議案は計画のとおり要請することとします。

ここで、１０分間休憩します。

１５時４０分に再開します。

休憩 １５：３０

再開 １５：４０
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○議長

再開します。

本日の追加議案の「令和７年度最適化活動の目標設定等」を議題とします。事務局から説

明をお願いします。

○事務局

それでは、令和７年度最適化活動の目標の設定等について説明いたします。タブレット

内にある「追加議案の第６号議案」のデータをお開きください。

本件は農業委員会等に関する法律第6条で定められた農業委員会の法律法令活動につき

まして農林水産省通知の農業委員会の適正な事務指針に基づきまして目標を設定するもので

す。なお、この総会で承認を頂いたあとに、県に報告し、今月末までに市のホームページに

て、公表をするということになっておりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、１ページをお願いいたします。ローマ数字Ⅰの農業委員会の状況の、１農業委

員会の現在の体制については、現行の農業委員会の体制を記載をしています。2の農家・農

地等の概要につきましては、直近の農林業センサス2020の数字、それから農業委員会事

務局と農林水産振興課がまとめた数字を記載をしております。

それでは、次のページ、２ページをお願いいたします。ローマ数字のⅡ最適化活動の目

標、1、最適化活動の成果目標、（1）の農地の集積になります。①は現状と課題について記

載しています。②の目標につきましては、国のガイドラインに基づき設定をするということ

になっており、県が定めた目標により、今年度の集積面積を設定しています。まず、農地の

集積の目標年度と集積率ですが、県がかかげる目標のとおり、令和12年度、82％となり

ます。

今年度の新規集積面積については、昨年と同様、大村市の割り当て分が13.9 ヘクタール

で、農地面積は現在1,300ヘクタールとなっております。それから、今年度末の集積面積

ですが、①のこれまでの集積面積（B）の701.9 ヘクタールと今年度分の13.9 ヘクター

ルを足しまして、715.8 ヘクタールとしております。今年度末の集積率は計算しますと

55.1％ということになります。

続きまして、（2）の遊休農地の解消になります。①は現状と課題について記載していま

す。②の目標について説明をいたします。これも国のガイドラインにも基づいて設定すると



２２

いうことになっており、まず、アの既存遊休農地の解消ということで、aの緑区分の遊休農

地の解消目標面積は、上記45.9 ヘクタールを５年間で解消していくということで、その5

分の1の9.2 ヘクタールとなります。

それから、bの黄色区分の遊休農地の解消につきましては、令和3年度0.9 ヘクタール

としていましたが、令和4年度の利用状況調査の結果、解消等へと移行し、0としていま

す。

続きまして、イの新規発生遊休農地の解消につきまして、前年度に新規発生した緑区分の

遊休農地は、国のガイドラインでは1年以内にすべてを解消することとなっていますの

で、前年度発生分の67.3 ヘクタールを解消するという目標にしております。

続きまして、３ページをお願いいたします。（3）の新規参入促進になります。①は現状

と課題について記載しています。②の目標になりますけれども、国のガイドラインにより、

新規参入者への貸付等について農地所有者の同意を得た上で公表する農地の面積について

は、過去3年度の権利移動面積の平均、今回は11.1 ヘクタールとなり、その1割以上と

なる設定になりますので、1.2 ヘクタールとしています。

続きまして、2の最適化活動の活動目標になります。まず、委員1人あたりの最適化活

動を行う日数ですが、これは昨年と同様、月10日ということで、目標設定を予定をしてお

ります。

（2）の活動強化月間の設定目標について、これもガイドラインに基づいて、強化月間を

3か月以上設定するということになっていますので、設定回数を3回、8月と10月、2

月ということで設定をしております。まず、8月の遊休農地の解消につきまして、「遊休農

地発生防止及び違反転用早期発見のため農地パトロールを行う」ということで、利用状況調

査に合わせて取り組むようにしています。また、10月の農地の集積につきましては、「農

業委員会の各種取り組みに合わせて戸別訪問を行い、農地相談カードによる意向把握を行

う」ということで、昨年と同様、年金の取り組みに合わせて取り組むようにしています。そ

れから、2月は遊休農地の解消ということで、「利用意向調査時に合わせて、農地所有者へ

意向把握を行う」ということにしております。

最後に（3）の新規参入相談会への参加目標ということで、都道府県や市町村等が実施する

新規参入相談会に委員が1名以上参加することとなっております。昨年までは5月に諫早の
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県立農業大学校で開催されていた「長崎県農業法人就職・就農相談フェア」に参加していま

したが、今年は開催されないこととなりましたので、今回は、まだ県との調整はできており

ませんが、9月27日に開催される「ながさき暮らし相談会ｉｎ福岡」に参加するという目

標にしています。

以上で、第６号議案の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長

ただいまの事務局の説明について、ご質問等ありませんか。

＜質疑なし＞

○議長

ご意見等がありませんので、本案件は長崎県へ報告するとともに、市ホームページにて公

表することとします。

それでは以上をもちまして、本日の議事を終了します。


